
 

インターネットによる自己評価結果等の公表及び未公表の場合の減算について 

 

１ 概要 

  指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービス事業者は、質の評価及び改善の内容

（以下「自己評価結果等」という。）を 1年に 1回以上インターネットの利用その他の方

法により、公表しなければならない。 

  平成 31年 4月からは自己評価結果等の公表について、千葉市に届出がされていない場

合には、減算となる。 

 

２ 届出方法 

  別紙１及び公表内容を千葉市に提出 

 

３ 届出期限 

  平成 31年 4月 8日（月） 

 ※ 平成 31年 4月 1日時点において、指定後 1年未満の事業所は、指定を受けてから 1

年以内に提出すること。 

 

４ 未届出の場合の取扱い 

  自己評価結果等の公表の届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月

まで、障害児全員について所定単位数の 100分の 85に減算とする。 

 ※ 平成 31年 5月に届出がされた場合、平成 31年 4月及び 5月利用分について減算 

 ※ 指定後 1 年未満の事業所が指定を受けてから 1 年以内に未届出の場合、指定後 1 年

を経過した月から減算 

 

５ 公表内容 

以下の事項について 1 年に 1 回以上、事業者自ら評価を行うとともに、利用する障害

児の保護者による評価を受け、その改善を図るとともに、評価及び改善の内容を公表す

ること。 

 ア 当該指定通所支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 

 イ 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

 ウ 指定通所支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

 エ 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

 オ 当該指定通所支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提

供、助言その他の援助の実施状況 

 カ 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

 キ 指定通所支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 

 

６ 公表方法 

  原則ホームページで公表すること。ホームページを持たない事業者においては、誰で

も閲覧できるよう事業所内で配架すること。 

  いずれも、一部の者のみしか閲覧できない場合は、公表しているものとはみなさない。 

  なお、公表にあたっては、評価実施期間を明記すること。 
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